
令和4年度中山間地域等直接支払交付金 各協定活動内容（体制整備単価）について

農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項

Ⅲ　集落戦略の内容

西岩手第1 168,899 168,899 1 〇 1 〇

西岩手第２ 206,822 206,822 1 〇 1 〇

六反田 75,191 75,191 1 〇 1 〇

大高 35,173 35,173 1 〇 1 〇

伊吹 287,748 287,748 1 〇 1 〇

東岩手第１ 529,278 529,278 1 〇 1 〇

東岩手第２ 475,352 475,352 1 〇 1 〇

大石 348,326 348,326 1 〇 1 〇

野庵 110,499 110,499 1 〇 1 〇

府中 689,480 689,480 1 〇 1 〇

市之尾 208,604 208,604 1 〇 1 〇

梅谷・敷原 369,870 369,870 1 〇 1 〇

大滝 150,286 150,286 1 〇 1 〇

平尾 258,578 258,578 1 〇 1 〇

宮代 483,985 483,985 1 〇 1 〇

新井 335,881 335,881 1 〇 1 〇

その他の内
容

耕作を継続
したいが、
耕作条件の
悪い農地が
ある

耕作を継続したいが、
法面や水路・農道等の
管理が過重な負担と
なっている

鳥獣被害が深
刻であり、耕作
意欲が減退し
ている

集落の自治（コミュ
ニティ）機能が低
下しており、生活
に支障・不安が生
じている

その他
該当事項の
合計

耕作放棄の懸念
はなく、集落の
課題もないこと
から、対策は不
要

協定内で担い
手を育成・確保

協定外で担い
手を確保

基盤整備等により
耕作条件を改善

その他
該当事項の
合計

担い手が確
保できてお
り、耕作を
継続

担い手が確保で
きているが、全
ての委託希望は
受けられない

担い手が確
保できてい
ない

集落協定名

活動内容（体制整備単価）

協定農用地の将来像 協定農用地の将来像を踏まえた集落の現状 集落の現状を踏まえた対応の方向性

協定農用地の
将来像の合計

管理者が引
き続き耕作

耕作を継続
したいが、
農業所得が
低い

後継者が耕
作を継承

担い手等に引
き受けてもら
う（受け手が決
まっている）

担い手等に引き
受けてもらうこと
を希望（受け手が
決まっていない）

中間管理機構へ
の貸し付けを希
望

草刈り等管
理のみ



1 〇 2 〇 〇

1 〇 2 〇 〇

1 〇 2 〇 〇

1 〇 2 〇 〇

1 〇 2 〇 〇

1 〇 2 〇 〇

1 〇 2 〇 〇

1 〇 2 〇 〇

1 〇 2 〇 〇

1 〇 2 〇 〇

1 〇 2 〇 〇

1 〇 2 〇 〇

1 〇 2 〇 〇

1 〇 2 〇 〇

1 〇 2 〇 〇

1 〇 2 〇 〇

その他その他の内
容

その他の内
容

その他の内
容

該当事項の
合計

農地所有適
格法人が支
援する

JAが支援す
る

集落営農組
織が支援す
る

農業者が支
援する

協定参加者
で役割分担
しつつ、農用
地の維持管
理を行う

特に懸念は
なく、協定参
加者で実施
していく

協定参加者だ
けでは検討が
困難であり外
部（県・市町村
含む）からの
助力を得たい

他の協定と
の広域化を
考えたい

中山間地域
等直接支払
交付金の加
算措置を活
用したい

対策に活用
可能な補助
事業等を紹
介して欲し
い

その他
耕作継続が困難な
農用地の林地化

放牧利用による
農用地の管理

鳥獣被害防止対
策の実施

集落の自治（コ
ミュニティ）機能
の強化

その他
該当事項の
合計

省力化技術の導
入や外注化等に
より労働負担の
軽減を図る

農産物の高付加価
値化により所得の
向上を図る

新たな作物の導
入により所得の
向上を図る

備考欄具体的な対策に向けた検討 農業生産活動等の継続のための支援体制


